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衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
カ
ジ
ノ
（
Ｉ
Ｒ
）
の
日
本
誘
致
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
カ
ジ
ノ
（
Ｉ
Ｒ
）
の
日
本
誘
致
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
に
お
け
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
（
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
整
備
は
、
カ
ジ
ノ

施
設
の
み
な
ら
ず
、
国
際
会
議
場
施
設
、
展
示
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
等
が
一
体
的
に
運
営
さ
れ
る
統
合
型
リ
ゾ

ー
ト
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
中
か
ら
観
光
客
を
集
め
る
こ
と
に
よ
り
、
観
光
先
進
国
の
実
現
を
後
押
し
す
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

中
華
人
民
共
和
国
が
令
和
二
年
八
月
に
御
指
摘
の
よ
う
な
制
度
の
創
設
を
公
表
し
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
当
該
制

度
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
割
合
に
つ
い
て
、
「Las 

Vegas 
Convention 

and 
Visitors 

Authority

」
に
よ
る
と
、
公
表
さ
れ
て
い

る
直
近
五
年
間
の
割
合
は
、
二
千
十
五
年
が
約
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
千
十
六
年
が
約
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
千
十
七
年
が



 

２ 

 

約
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
千
十
八
年
が
約
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
二
千
十
九
年
が
約
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
承
知
し
て

い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
観
光
庁
の
調
査
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
観
光
庁
の
「
訪
日
外
国
人
の

消
費
動
向 

訪
日
外
国
人
消
費
動
向
調
査
結
果
及
び
分
析 

二
千
二
十
年
一

三
月
期
（
速
報
） 

報
告
書
」
に
よ
る
と
、

訪
日
外
国
人
が
「
訪
日
前
に
最
も
期
待
し
て
い
た
こ
と
を
単
一
回
答
で
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
日
本
食
を
食
べ
る
こ
と
」
（
二

十
八
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
「
自
然･

景
勝
地
観
光
」
（
十
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
「
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
」
（
十
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
）
、
「
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
」
（
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
順
と
な
っ
た
」
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

 
 

都
道
府
県
等
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
民
間
事
業
者
と
共
同
し
て
区

域
整
備
計
画
（
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
整
備
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
の
申
請
を
行
う
際
に
は
、
区
域
整
備
計
画
に
、
区
域
整
備
計
画
の
実
施
に
よ
り
見
込
ま
れ
る
経
済
的
社
会
的
効
果
に
関

す
る
事
項
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
伴
う
有
害
な
影
響
の
排
除
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
施
策
及
び
措
置
に



 

３ 

 

関
す
る
事
項
（
そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
見
込
み
を
含
む
。
）
等
を
記
載
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
土
交
通

大
臣
は
、
法
に
基
づ
き
、
国
際
競
争
力
の
高
い
魅
力
あ
る
滞
在
型
観
光
の
実
現
へ
の
寄
与
、
経
済
的
社
会
的
効
果
、
カ
ジ
ノ

施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
伴
う
有
害
な
影
響
の
排
除
等
の
観
点
で
優
れ
た
区
域
整
備
計
画
を
認
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
が
国
に
お
け
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
は
、
我
が
国
に
お
け
る
国
際
会
議
等
の
開
催
を
増
加

さ
せ
、
国
際
会
議
等
に
伴
う
観
光
そ
の
他
の
交
流
の
機
会
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
に

よ
り
国
内
外
か
ら
の
観
光
旅
客
の
来
訪
を
増
加
さ
せ
、
国
内
に
お
け
る
各
地
域
へ
の
観
光
旅
行
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
指
す

も
の
で
あ
り
、
「
「
カ
ニ
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
共
食
い
）
現
象
」
が
あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い

る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

法
に
お
い
て
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
へ
の
依
存
防
止
に
関
し
、
日
本
人
及
び
本
邦
内
に
住
居
を
有
す
る
外
国
人
を
対
象
と
し
て
、

入
場
回
数
の
制
限
、
入
場
料
の
賦
課
及
び
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
よ
る
貸
付
け
の
制
限
を
行
う
と
と
も
に
、
全
て
の
入
場
者
を
対

象
と
し
て
、
入
場
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
申
出
に
よ
る
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
を
制
限
す
る
措
置
、
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る
依

存
に
よ
る
悪
影
響
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
カ
ジ
ノ
施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
カ
ジ
ノ



 

４ 

 

施
設
の
利
用
を
制
限
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
を
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
義
務
付
け
る
ほ
か
、
認
定
区
域
整
備
計
画
の
数
の
上

限
の
設
定
、
一
の
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
施
設
の
数
の
限
定
、
カ
ジ
ノ
施
設
に
係
る
面
積
の
制
限
、
カ

ジ
ノ
事
業
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
に
関
す
る
広
告
及
び
勧
誘
の
規
制
を
行
う
等
の
重
層
的
・
多
段
階
的
な
取
組
を
制
度
化
し
、
万

全
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
Ｉ
Ｒ
中
核
施
設
の
設
置
要
件
」
に
つ
い
て
は
、
「
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律

案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日
参
議
院
内
閣
委
員
会
）
の
三
に
お
い
て
「
特
定
複
合
観
光
施
設

に
つ
い
て
は
、
国
際
的
・
全
国
的
な
視
点
か
ら
、
真
に
観
光
及
び
地
域
経
済
の
振
興
の
効
果
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
規
模
の

も
の
と
」
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
会
議
に
お
け
る
議
論
を
経
て
定
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
都
道
府
県
等
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
。 

九
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
は
、
赤
羽
国
務
大
臣
の
当
時
の
国
会
議
員
と
し
て
の
見
解
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立

場
に
な
い
。 



 

５ 

 

十
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
は
、
赤
羽
国
務
大
臣
個
人
の
見
解
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る

こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 


